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 春闘とは、労働組合が毎年春に賃上げや労働条件改善を求めて、会社側と交渉を行うこ
とです。この時期に行われる大きな理由として、賃金や要員、予算などの会社の基本方針
が、多くの企業で４月から実施されるためで、その直前に行うことで、労働条件等の交渉
結果が高まる時期と言われています。 

私たち労働組合は、労働三権という「日本国憲法
第２８条で保障された権利」を持っています！ 
 

１つは、団結権です。これは、労働組合をつくって、加入する権利があ
ります。例えばですが、労働組合に加入しようとしている社員に対し
て、懸念的な要素や加入させない雰囲気を会社側はつくってはいけ
ないということです。 
 

２つめは、団体交渉権です。会社側と対等に話し合いを行うことが出
来る権利です。賃金や安全問題など、日々職場で発生している課題
を「お願いではなく」、正式に会社側と議論・交渉出来る権利があり
ます。 
 

３つめは、団体行動権（争議権）です。団体交渉の議論で解決しない
場合は、最後の権利としてストライキなど団体行動をしても良い権利
です。そうはいっても、何でも行動して良いとはなりません。 
 

 
労働三権を 

正しく知ろう！ 

「２０２６ ＪＴＳＵ春闘」を全組合員でつくり出そう！ 

労働三権を正しく理解し、 
最大限活用してたたかいを推し進めよう！ 


